
 
 

 

厚生労働省では、全国の事業所における雇用者数、給与、労働時間について、毎月

の状況や増減の動きを明らかにすることを目的とした調査を行っており、その結果を

「毎月勤労統計調査」という形で、毎月公表しています。 

 しかしながら、毎月勤労統計調査の不適切な取扱いにより、雇用保険、労災保険等

で、多くの方の給付が支払い不足の状態となっており、その不足分を追加して給付す

ることになっています。追加給付の対象となる方については、以下のとおりとなって

おり、対象となる方に対しては、順次「お知らせ」が郵送されています。 

 

 

   

 

 

第４０号（２０２０年４月発行） 

多久市生活自立支援センター（多久市社会福祉協議会）からのお知らせです。 
当センターでは、生活困窮者自立支援事業の業務に関する情報提供等を行い、 
定期的に広報誌【すてっぷ】を発行しています。 
この広報誌を通じ、当センターの事業の理解や周知に繋がれば幸いです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

多久市生活自立支援センター（多久市社会福祉協議会） 

【ＴＥＬ】０９５２－７５－３５９３  【ＦＡＸ】０９５２－７５－６５９０ 

【相談時間】８：３０ ～ １７：００   ※休み…土・日・祝・年末年始 

 北島（主任相談支援員）・安藤（家計相談支援員）・小野原（家計相談支援員） 

文責：安藤（家計相談支援員） 

 

 

雇用保険の追加給付の対象になっていませんか 

対象となる方には、厚生
労働省よりこのような文
書が届きます。 

★追加給付対象の可能性がある方 
◎雇用保険関係 

以下の給付を、2004 年８月以降に受給された方 

・基本手当、高年齢求職者給付、特例一時金 

・就職促進給付 

・高年齢雇用継続給付 

・育児休業給付、介護休業給付 

・教育訓練支援給付金 

・就職促進手当（労働施策総合推進法）など 

※ほかにも労災保険受給等で追加給付の対象と

なる場合もあります。  

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/30-1.html

